
- 1 - 

           
議事要旨  

浜松湖西豊橋道路の都市計画決定に関する 
愛 知 県 都 市 計 画 審 議 会 環 境 影 響 評 価 調 査 専 門 部 会（第４回） 

 

１ と き  令和８年１月１９日（月） 午前９時３０分から午前１１時４５分まで 

２ ところ  愛知県自治センター 地下２階  入札室 

３ 内 容 

(１) 開  会 

(２) 部会長あいさつ 

(３) 議題 

①都市計画の原案について（資料１） 

  ○説明要旨（筧課長補佐） 

専門部会（第３回）以降の状況及び都市計画の原案について説明 

【質疑応答等要旨】  

質問等要旨  回答要旨 
（梶田委員） 
今後の専門部会について、いつ頃の開
催を想定しているか。 
 
 
 
 
 
 
（梶田委員） 
都市計画の原案について、災害に強い
構造にしたとのことだが、もう少し具体
的に説明してほしい。 
 
 
 
 
 
 
（道林委員） 
山地部の前後区間をトンネル（地下式）
とすることで、地域での環境影響が軽
減されると思われるが、具体的に説明し
てほしい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（伊藤課長補佐) 
今後予定する公聴会や都市計画の
縦覧等の手続において、その都度地
域住民の方々へご意見等を伺いなが
ら対応していくことから、具体的な開
催時期を示すことは困難です。その
ため、開催予定回数のみを示してお
りますので、ご理解をお願いします。 
 
（伊藤課長補佐) 
都市計画の原案において、梅田川沿
いの浸水想定区域周辺を高架構造
としています。高架構造は、同じ嵩上
式の盛土構造よりも浸水時の排水空
間が確保されるとともに、強固な地盤
に基礎杭を打ち込み、高架構造を支
えるため、災害に強い構造となりま
す。 
 
（伊藤課長補佐) 
二川地域には歴史的な街並み等が
あることから、景観への配慮が必要で
あると認識しており、地域住民の方々
からも多くのご意見をいただいており
ました。 
国道１号線やJR東海道新幹線及び
東海道本線をどのように立体交差す
るか、関係機関と協議した結果、本線
を地下式で通過することとし、そのま
ま県境付近まで山地部を地下式構
造としました。 
さらに、街並みに影響しないよう可能
な限り北側に道路線形を計画するな
ど、様々な環境への配慮を行っており
ます。 
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（道林委員） 
理解した。 
トンネル構造の場合、地下水等への影
響にしっかり留意してほしい。 
 
（加藤部会長）  
地下水等への環境影響評価について
は、次回専門部会で検討することにな
る。 
 
（吉田委員） 
今後の手続について、資料のフロー図
では、「準備書の作成」に当たるところ
が今回の専門部会だけに見える。 
次回の専門部会でも準備書に対し意
見できるのか。 
 
（加藤部会長）  
吉田委員の指摘のとおり、資料のフロ
ー図の表現が分かりづらい。誤解を受
けないよう事務局で図の修正をお願い
したい。 

地下式にすることで岩屋観音や街並
みなどの景観が守られるとともに、山
を開削しないことで動植物や生態系
への影響も極力低減していると考え
ております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（伊藤課長補佐） 
準備書は、ご審議いただく項目が多
く、今回第４回と次回第５回の専門部
会に分けております。そのため、次回
の専門部会でもご議論いただき、ご
意見を頂戴することになります。 
 
（伊藤課長補佐） 
ご意見を踏まえ、事務局にて対応い
たします。 

〇都市計画の原案の内容について了承。 

 

②環境影響評価準備書（案）について（資料２） 

  ○説明要旨(筧課長補佐） 

         環境影響評価準備書（案）について説明  

【質疑応答等要旨】  

質問等要旨 回答要旨 
（北田委員） 
大気質について、掘割部やトンネルの
出入口は大気汚染物質の濃度が高く
なることが知られているが、これらの地
点で評価を行っているか。 
 
 
 
 
 
 
（北田委員） 
国道１号線との交差箇所は掘割構造な
のか、またはトンネルか。 
 
 

（伊藤課長補佐) 
「自動車の走行」の予測地点にはトン
ネルの坑口付近も含めており、二酸
化窒素及び浮遊粒子状物質はトンネ
ルの影響を加味して予測しておりま
す。 
なお、二酸化窒素の予測の結果は、
0.0151～0.0219ppmとなりますので、
環境基準値より比較的小さい結果で
あると考えております。 
 
（伊藤課長補佐) 
トンネルとなります。 
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（北田委員） 
浮遊粒子状物質の一部であるPM2.5に
ついて、準備書では評価の対象になっ
ていないが、環境基準は存在している。
現状、その基準もおそらく満足している
とは考えられるのだが、今後基準値が
厳しくなる可能性が高い。準備書に記
載できないことは分かっているが、予測
しておくべきではないか。 
 
（加藤部会長）  
PM2.5の基準については、北田委員が
言われたように基準値が厳しくなること
は十分予想されるため、想定はしてお
いたほうがいいと思う。 
また、トンネルの出入口周辺は、供用後
の騒音や大気質の影響が一番懸念さ
れるところである。民家も近いところにあ
るため、航空写真と都市計画図を同じ
縮尺で並べて説明するなど、より丁寧な
説明を心がけてほしい。 
 
（吉田委員） 
盛土に使用される土について、土壌汚
染の調査は実施するのか。 
 
 
 
 
（吉田委員） 
自然由来の土壌汚染について、準備
書には記載されないと思うが、安全性
はどのように担保されるのか。国のアセ
スメント基準では、水質に関して、水の
濁りだけを対象としているが、他自治体
のトンネル工事の実施にあたって、自然
由来の土壌汚染が発覚し、そこから地
下水の汚染につながったような事例も
ある。 
水質に対し、気にしているのはホウ素。
自然由来の可能性がある物質であり、
環境基準値を超えていないが、実施区
域に近い河川において低濃度で確認
されている。 
河川水は希釈されているため、地下水
ではもっと高濃度である可能性がある。
原因が分からない状況では、掘削する
箇所で高濃度の土壌汚染が無いとは
言えない。 
これらのことについて、どのように準備
書に記載しているか、また次の専門部
会で説明されるものなのか、確認した
い。 
 

（伊藤課長補佐) 
準備書の予測結果のうち、PM2.5が
どれだけ出ているか予測し得ないた
め、対応は困難であると考えておりま
す。このことから事業実施段階におい
て、最新の基準をもって対応していき
たいと考えております。 
 
 
 
（伊藤課長補佐) 
大気質に関しては、道路と民家の位
置関係を精査したうえで、環境影響
が大きい地点で予測しております。 
PM2.5については、事務局として今後
の動向に注視してまいります。 
 
 
 
 
 
 
（伊藤課長補佐) 
建設発生土を工事間で流用すること
になるかと思われます。利用にあたっ
ては、事業実施段階において土壌汚
染対策法に基づく項目の調査を実施
します。 
 
（伊藤課長補佐) 
地質・地盤・地下水は次回の専門部
会で説明する内容となります。 
環境影響評価にあたっては、既存の
河川の水質データにより現況を把握
していますが、環境基準を下回って
いる状況で影響予測を実施すること
は現段階においては難しいと考えて
おります。 
準備書第３章の一般的な環境保全
の方針に記載しているとおり、工事に
おいて自然由来の汚染土壌が確認
された場合は、土壌汚染対策法の規
定に基づいて対応を図るものと考え
ております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 

（吉田委員） 
工事範囲が広いと思うが、確認はどの
ようにするのか。事前に調査を実施する
のか。 
 
 
 
 
 
（吉田委員） 
事前の調査は、どの間隔で実施するの
か。どこかに記載はあるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
（吉田委員） 
河川の調査結果に、自然由来の土壌
汚染を示唆するものが全くなければよ
かったのだが、全国平均レベルの濃度
ではあるものの水質データで確認される
ため、現状、土壌汚染が生じる可能性
がないとは言い切れない。 
愛知県に対し、国のマニュアルにない
調査項目を準備書に追加することまで
は求めないが、今後、調査して汚染土
壌が確認された場合にどのように対応
するのか。 
想定されるケースについて説明資料を
作成してほしい。 
 
（加藤部会長）  
自然由来の土壌汚染が出る恐れがある
場合は事前に調査を実施することが前
提である。ただ、予期せず発生すること
もあることから、万全の形をとるべきと思
っている。 
事業者にしっかりと対応するように言及
することはできるが、具体的な対応内容
までを準備書に書くのは難しいと考え
る。 
吉田委員のご意見も踏まえて、事務局
には準備書の項目にないことを専門部
会で議論した場合、公式にどのような記
録を残すことができるのか検討してほし
い。 
 
 
 
 
 

（伊藤課長補佐) 
詳細は事業実施段階で検討すること
になりますが、一般的なトンネル工事
であれば事前に相当本数の地質調
査を行うことが前提になります。その
後の施工において、断面ごとに調査
結果との整合を確認しながら掘削を
進めることとなります。 
 
（伊藤課長補佐) 
あくまで実施設計の段階で必要な内
容ですので、準備書に記載しておりま
せん。一般的なトンネル工事であれ
ば、調査の間隔は定まっておらず、地
質の変化に応じて、その状況が把握
できるよう、調査本数を追加するな
ど、必要な調査範囲を決めるものとな
ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（伊藤課長補佐） 
先ほど吉田委員からご指摘の河川の
調査結果は、梅田川の南に位置する
支流の浜田川の調査地点で確認さ
れたホウ素のことかと存じます。ホウ素
はご存知のとおり農業由来である可
能性も示唆されており、検出されてい
る浜田川周辺は農耕地が広がってお
ります。これら調査結果からは、ただ
ちにトンネル施工範囲の地盤にホウ
素の由来があるものとは考えておりま
せん。 
また、事業実施前の現段階では、事
業で行う対応内容の詳細を示すこと
は難しく、一般的な対応としてトンネ
ル工事を実施するまでにどのような対
策を行うのか、フロー図などの資料を
もって次回専門部会にご説明したい
と思います。 
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（吉田委員） 
わかりました。次回に説明いただき、納
得できればこれ以上質問することはな
いかと思います。 
 
（加藤部会長）  
事後調査を実施しないと言われると、モ
ニタリングなども何もしないのかと思われ
るかもしれないが、実際はそのようなこと
はなく、特に今回のような不確実な要素
が多い場合は、工事が始まった後にも
考え得る対応を図っていくことを示した
ほうが地域のみなさんにも安心して納
得してもらえると思う。 
 
（芹沢委員） 
植物では、大きな問題はなく、丁寧に
調査してもらっていると思う。 
 
（長谷川委員）  
動物も特に問題はない。静岡県との県
境側のトンネル付近において、アカハラ
イモリの生息情報がある。今回の調査
では確認ができなかったものの、環境
DNA調査などを行い、しっかり調べても
らっている。また、今後生息が確認でき
た場合は、配慮してもらえると聞いてい
るため、特に意見はない。 
 
（佐々木委員）  
鳥類について、調査で137種の重要な
種が確認されたのか。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（伊藤課長補佐） 
137種は、準備書第４章で整理させて
いただいた文献により確認された鳥
類の重要な種になります。現地調査
の結果については、第11章で整理し
ており、重要な種として30種が確認さ
れております。 

 

③今後の手続について（資料３） 

  ○説明要旨（筧課長補佐） 

     審議後の手続の流れについて説明  

【質疑応答等要旨】  

質問等要旨  回答要旨 
（加藤部会長）  
次回専門部会の開催はいつ頃か。 
 
 
（吉田委員） 
河川の水質について、ホウ素は農業由
来の可能性も示唆されており、農耕地
からの流出がない河川において、ホウ
素が出ていないという調査結果を示し
てほしい。 

（伊藤課長補佐) 
調整中であるため、改めてお知らせ
いたします。 
 
（伊藤課長補佐) 
準備書第４章で河川の調査結果を示
しておりますので、少し見せ方を工夫
するなどして説明してまいります。 
また、事業実施段階における土壌汚
染の対応については、先ほどの準備
書第３章の一般的な環境保全の方
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針で記載を検討してまいります。 

 

 

（部会資料） 

・資料１ 

都市計画の原案について 

・資料２ 

環境影響評価準備書（案）について 

・資料３ 

今後の手続について 

・参考資料１ 

都市計画のあらまし（案）リーフレット 

・参考資料２ 

環境影響評価準備書（案）  
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（出席者）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  委   員 

部会長 加藤 博和 都市計画 （交通 ） 

委 員 梶田 悦子 環 境 ・ 衛 生 

委 員 佐々木 和治 動 物 （ 鳥 類 ） 

委 員 芹沢 俊介 自 然 環 境 

委 員 長谷川 道明 動 物 

委員(web参加) 岡田 恭明 騒 音 ･ 振 動 

委員(web参加) 北田 敏廣 大 気 質 

委員(web参加) 道林 克禎 地形及び地質（地下水） 

委員(web参加) 吉田 奈央子 土 木 （ 環 境 ） 

※川野委員は欠席。 

  県 

都市計画課 課長 青柳 克彦 

〃 担当課長 朝田 堅次 

〃 課長補佐 伊藤 裕之 

〃 課長補佐 筧 光喜 


